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今週のキーワード 

スマートライフ 

「無駄なく合理的生活者」（または食生活者）と直訳される和製合成語。「もったいない」と

モノを大事にする古典派でも、ナチュラリスト、禁欲者でもなく「主体性を持ったスタイリッシ

ュな生き方」を目指す生活スタイル。スマートには肉体美だけでなく、「賢明な」という意味も

あり、人の生き方、内面を褒める場合によく使われる。オバマ大統領の基本外交姿勢は強硬・柔

軟派の中間思想である「スマートパワー」。スマートフォンは万能型（多機能）携帯電話の総称。

震災後、スマートライフを意識68％
女性ほど無駄なく合理的生活望む 
 
東日本大震災後、あなたの生活に対する価値

観は変わりましたか？ 食品メーカーが「生活

スタイル変化に関する意識調査」を行った結果、

生活に対する意識が「変わった」としたのは全

体の 55.7％。男性 45.1％であったのに対し、女

性は 66.8％と 21.7 ポイントも上回った。さらに

"飲食"に絞って尋ねたところ、意識変化者の

60.2％が「変わった」と回答。ここでも女性は

64.3％と高い。この調査の対象は東京都、大阪

府、愛知県在住の 20 代から 40 代の男女 1,223

名。 

意識変化者が、生活に関する変化で最も多く

挙げたのは「電力消費」（82.1％）。それに続い

たのが「買い物」（42.9％）「旅行・レジャー」

（25.3％）だった（複数回答）。震災後の電力不

足、それに伴う経済・生産活動への影響。これ

がもたらす食物被害、旅行客減少、風評による

被害はいずれも深刻だ。 

食品への考え方では男女ともに、安全性・簡

単（火力などを使わない料理）・保存食に関心を

持ち、見直していることが分かった。その割合

は「とても意識するようになった」（14.1％）

「少し意識するようになった」（53.7％）の合計

で 67.8％に達した。こちらも女性は 73.0％と男

性より意識が高い。 

このような無駄なく合理的な生活スタイルを

"スマートライフ（またはフード）"と呼ぶ。震災

を機に生活スタイルを見直し、よりスマートに

生きるのもいいかもしれない。 

収入印紙の交換及び印紙税の還付
収入印紙は現金に交換できない 
 

お中元商戦も一段落、いただいた商品券やビー

ル券などの金券は即「チケットショップで現金化」

という向きも多い昨今だが、同じ金券でも「収入

印紙」を現金化することはできないので注意した

い。郵便局では、未使用の収入印紙や白紙または

封筒等に貼り付けられた収入印紙と他の収入印紙

との交換を行っている。ただし、交換の際には１

枚につき５円の交換手数料（10円未満の収入印紙

についてはその半額）が必要だ。また、客観的に

みて明らかに印紙税の課税文書でないものに貼り

付けた収入印紙（例えば、白紙または封筒など）

は交換の対象となる。ただし、租税や国の歳入金

の納付に使われた収入印紙は交換できない。 

一方、税務署では、契約書や領収書などの印紙

税の課税文書に誤って過大に収入印紙を貼り付け

てしまったような場合には、過誤納金として還付

を行っている。収入印紙が貼り付けられた文書を

税務署の法人課税部門（間接諸税担当）へ持参の

上、相談をしてほしい。 

印紙税の還付の対象となるのは、（１）請負契

約書や領収書等の課税文書に貼り付けた収入印紙

が過大なもの、（２）委任契約書などの課税文書

に該当しない文書を課税文書と誤認して収入印紙

を貼り付けてしまったもの、（３）課税文書の用

紙に収入印紙を貼り付けたものの使用する見込み

のなくなったもの。 

しかし、契約書を作成した後に、その契約書が

解除・取り消されたものや、既に交付された領収

書、手形などは還付の対象にならない。 
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